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平成２６年３月２０日に提示されたＡＤＲ和解案に対し、町は不十

分ではありますが早期解決のため受諾を決意しました。しかし、東京電

力ホールディングス株式会社は「原子力損害への賠償に向けた取り組

み」の「３つの誓い」の一つとして「和解仲介案の尊重」を掲げている

にもかかわらず、ＡＤＲセンターの度重なる受諾勧告を、頑なに拒否し

ています。 

１万５千を超す申立人のうち、すでに７９０人以上が亡くなってお

り、また、２７００人以上が７５歳以上の高齢者で、もはや一刻の猶予

も許されません。 

よって、次のことについて要望します。 

 

１ 原子力損害賠償紛争解決センター和解案の受諾指導 

原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案をすみやか

に受諾するよう、東京電力ホールディングス株式会社を強く指導

すること。 

２ 原子力損害賠償紛争解決センターの権限の強化 

第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターの和解案に

強制力を持たせるよう、権限を強化すること。 


